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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

当社は、プラスチックのパイオニアとして、プラスチックに、より高度な機能を創出し、当社の製品を利用することにより「うれしさ」を提供して、お客
様をはじめ当社を取り巻く様々なステークホルダーの価値の創造に貢献したいと考えています。そのためには、社会から信頼され、社会に必要と
されることが重要であり、コンプライアンスの徹底をはじめ社会・環境への適合性の高い経営、経営を取り巻くリスクへの対処が効率的かつ効果的
に行われる体制の構築を進めます。

（コーポレート・ガバナンスの基本方針）

・当社は、株主の権利を実質的に確保するとともに、株主総会における権利行使についての適切な環境整備に努めます。

・当社は、当社を取り巻くステークホルダーを尊重し、価値を高め、社会に貢献する事業活動を通じて、持続的な成長を図ります。

・当社は、法令に基づく情報開示を適切に行い、株主をはじめとするステークホルダーの有用性に資する情報の開示に努め、経営の透明性を確
保します。

・取締役会は、株主に対する受託者としての責任を認識し、内部統制の有効性や経営判断の妥当性等についての監督を誠実に実行するととも
に、経営陣の積極的な業務執行を促進することを役割としてその責務を果たします。

・監査役および監査役会は、株主に対する受託者としての責任を認識し、取締役の職務の執行の適法性・妥当性を監査し、取締役会の実効性の
確保に資する意見を述べるなど、その役割を積極的に果たします。

・当社は、株主との間で建設的な対話を積極的に行い、双方の理解を深め、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する取り組
みを推進します。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則をすべて実施しています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4　政策保有株式】

当社は、事業運営上の必要性や取引関係の維持・向上を図る目的で中長期的に企業価値の向上に資すると判断する場合に株式を保有します。

保有する株式については、その経済合理性、保有の意義を踏まえて定期的に保有の必要性を検証し、保有の必要性が薄いと判断する場合は、
当該株式を売却します。

取締役会において、個々の銘柄について、

・保有目的

・保有による便益・リスクと資本コストとの比較

・経済合理性以外の企業価値向上への寄与

を検証します。

2022年度は、2022年9月開催の取締役会において、上記の方針および検証事項に基づいて、個別銘柄毎に当社の中長期的な企業価値の向上に
資するか否かの検証を行い、保有の必要性が薄れたと判断される株式を売却することとし、その他の銘柄においては保有の必要性があることを
確認いたしました。

議決権行使については、議案の内容が投資先企業の企業価値の向上に資するものであり、ひいては保有株式の価値を毀損するものでないかを
判断して行使します。特に、長期にわたる業績低迷や重大な不祥事が発生している場合、または当社の株主価値を大きく毀損しうる議案について
は、慎重に賛否を判断します。

【原則1-7　関連当事者間の取引】

当社は、当社と取締役との利益相反取引については、法令の規定に基づき、取引の有無および内容の確認を行い、必要に応じて取締役会による
承認および報告を行っており、適切に管理しています。また、当社と主要株主との取引等については、東京証券取引所の定める上場規程に基づ
き、年1回開示しています。

【補充原則2-4-1　中核人材の登用等における多様性の確保】

1．多様性の確保についての考え方

当社は、経営として取り組む重要課題の一つとしてＤＥ＆Ｉ（ダイバーシティ（多様性）、エクイティ（公正性）、インクルージョン（包括性））の推進を掲
げ、2022年10月に策定した「ＤＥ＆Ｉの実現に向けた基本方針」に基づき、多様な人材が個性や能力を発揮し、一人ひとりの状況に応じた公正な機
会が提供され、相互の理解と尊重のもとでいきいきと活躍できる会社の実現に向けて取り組んでいます。2023年4月に本活動を推進するための専
任部署として、ＤＥ＆Ｉ推進室を設置いたしました。女性活躍をはじめとして、シニア層の活躍、介護者の支援、外国人材の採用、障がい者雇用の
拡大、ＬＧＢＴＱへの理解等の更なる推進に取り組みます。管理職においても、前述の基本方針の考え方に基づき、性別、国籍、経歴等にとらわれ
ず、個々人の能力に基づき、適材適所による登用を行うこととしており、特に当社の求める人材像である「成長志向型の人材」「変革志向型人材」
「チーム型の人材」「プロフェッショナル人材」を自ら体現し、当社の持続的な成長に自立的に貢献できる人材を積極的に登用する方針です。



当社における多様性の確保に関する具体的な取り組みとその状況は、次のとおりです。

①女性の活躍推進

当社は、まずは女性の活躍推進を第一歩として、女性社員が自身のライフイベントとキャリアを両立できるよう、女性社員が次の3点を実現できる
ことを目標に掲げて各種施策に取り組んでいます。

・安定的、長期的に働き続けることができる

・高いパフォーマンスを発揮することができる

・高い職位を目指すことができる

2022年度は女性の活躍を後押しする風土作りのために、経営層を対象としたダイバーシティ推進教育と、女性を部下に持つライン長を対象とした
ダイバーシティ・マネジメント教育を実施いたしました。

さらに当社は、女性の活躍推進に関し、女性管理職比率を2025年4月までに5％とすることを目標として掲げており、2022年度におけるその実績
は、3.8％となりました。当社はこれまでも性差なく管理職への登用を行ってきましたが、積極的な女性採用と離職の防止などの施策に加え、今後
推進するＤＥ＆Ｉ活動を通じた各種施策により、同比率の向上を目指していきます。

なお、当社の執行役員のうち2名が女性となっています。

②外国人の登用

当社グループは海外売上高比率が約60％に達しており、海外グループ会社の役割がますます重要になっています。2023年4月現在、海外グルー
プ会社では、役員ポスト約150のうち、約20%で外国人材が活躍しています。また、当社の執行役員のうち1名が外国人となっています。

今後も多様な顧客のニーズに応えていくため、当社グループ全体で外国人人材が継続して活躍できるよう環境を整えていきます。

なお、外国人人材の登用は、海外での事業展開を進めていく上で欠くことのできない要素ではありますが、事業展開の状況に応じた適材適所での
登用を行う方針でありますので、登用に係る具体的な目標は定めていません。

③キャリア採用者の登用

当社は多様な顧客ニーズに応えていくためには、様々なスキル、経験を有した人材を登用していくことが重要であると考えています。当社では、
キャリア採用人材についても新卒採用人材と同様の基準により管理社員への登用を行っています。

2022年度は、11名をキャリア採用しており、今後も継続していく予定です。

なお、キャリア採用人材については、その時々のニーズに応じて採用数や求める経歴が異なること、また前述のとおり新卒採用人材と同様の基準
による登用を行っていますので、キャリア採用者を対象とした登用に係る具体的な目標は定めていません。

2．多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針およびその状況

当社グループは、人的資本・多様性に関して、前述の「ＤＥ＆Ｉの推進」のほか、「人材育成の充実化」に重点的に取り組んでいます。

その具体的な取り組みの内容については、当社ホームページに掲載している「有価証券報告書」および「統合報告書」をご覧ください。

有価証券報告書：https://www.sumibe.co.jp/ir/library/report/index.html

統合報告書：https://www.sumibe.co.jp/csr/report/index.html

【原則2-6　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、企業年金の積立金の運用にあたり、人事・経理・ＩＲの部門を統轄する取締役を委員長とし、人事や財務部門のメンバーで構成する企業
年金資産運用委員会を設置しています。企業年金資産運用委員会は、運用状況に関するモニタリングを定期的に行うとともに、運用機関が行うス
チュワードシップ活動についても確認を行っています。

【原則3-1　情報開示の充実】

(i)　会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画：

当社は、経営の基本方針・経営理念ならびに経営戦略・中期経営計画については、その概要をホームページで開示しています。

基本方針・経営理念：https://www.sumibe.co.jp/company/philosophy/index.html

経営戦略・中期経営計画：https://www.sumibe.co.jp/ir/library/presentation/index.html

(ii) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針：

本報告書の「Ｉ 1. 基本的な考え方」をご参照ください。

(iii) 経営陣幹部・取締役の報酬決定：

経営陣幹部・取締役の報酬決定の方針・手続については、本報告書II 1. 【インセンティブ関係】「該当項目に関する補足説明」をご参照ください。

(iv) 経営陣幹部・取締役・監査役の選任・指名および経営陣幹部の解任の決定：

（経営陣幹部・取締役・監査役の選任・指名の方針）

適材適所の観点から、業績、知識・経験、人格、識見、意欲等を総合的に勘案して、経営陣幹部・取締役および監査役の候補者としてふさわしい
人材を人選します。

（経営陣幹部・取締役・監査役の選任・指名の手続）

上記方針に基づき、代表取締役が経営陣幹部・取締役および監査役の候補者としてふさわしい人材を人選し、取締役会において審議し決定しま
す。なお、経営陣幹部・取締役候補者の指名にあたっては、後述のとおり、指名・報酬委員会を活用しています。

（経営陣幹部の解任の方針と手続）

経営陣幹部に以下のいずれかに掲げる事由が生じた場合、指名・報酬委員会において審議を行い、その答申を踏まえて取締役会が最終的な決
定を行います。

なお、取締役会長または取締役社長に該当する事由が生じた場合には、その解任の是非に係る審議を行う指名・報酬委員会に、当該取締役会
長または取締役社長は参加しないものとします。

(1) 法令・定款に違反する行為があった場合、または公序良俗に反する行為を行った場合

(2) 職務を懈怠することにより、著しく企業価値を毀損させた場合

(3) 健康上その他の理由により職務の継続が困難となった場合

(4) 前述の選任・指名の方針に合致しないことが明らかになった場合

(v) 経営陣幹部・取締役、監査役の個々の選任・指名の説明：

定時株主総会招集通知の「参考書類」の取締役選任議案および監査役選任議案に記載しています。

【補充原則3-1-3　サステナビリティについての取り組み等】

1．サステナビリティについての考え方および取り組み

当社グループは、基本方針である「我が社は、信用を重んじ確実を旨とし、事業を通じて社会の進運及び民生の向上に貢献することを期する。」に
基づき事業活動を行っています。

当社グループが取り組むべきサステナビリティは、プラスチックの多様な機能を追求し、その可能性を更に広げながら、既存製品の環境負荷を最
小化し、ＳＤＧｓ貢献度を高めると共に、新製品・新サービスを社会実装することにより、新たな環境的価値、社会的価値を創造していくことです。当



社グループが提供するプラスチックのポジティブな本質的価値を世の中／お客様に認知いただくことで適正な経済的価値を生み出す、その総合的
な取り組みを通じて、企業価値の持続的向上を図っていきます。

サステナビリティ経営の加速をはかるべく、グループ全体の取り組みの牽引をミッションとしたサステナビリティ推進部を、また全従業員がイノベー
ションに挑戦する企業カルチャー変革の基盤づくりを担うＤＥ＆Ｉ推進室を2023年4月に新設しました。

すべての事業活動において、これからも基本方針に基づき、環境的価値、社会的価値を要件とした製品・サービスの研究、開発、製造、販売を行
い、サステナブルな社会の実現に貢献できるよう、全社一丸となって取り組んでまいります。

さらに、2021年にＴＣＦＤ（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言への賛同を表明し、再生可能エネルギー由来の電力への切り替えやＳＤＧｓ
貢献製品比率アップに取り組むとともに、同年、全社横断のＴＣＦＤタスクチームを編成し、ＴＣＦＤ提言に基づく情報開示に向けた活動を推進してい
ます。具体的な開示内容については、当社ホームページに掲載している「有価証券報告書」および「統合報告書」をご覧ください。

2．人的資本への投資等

人的資本・多様性に関する当社の取り組みの詳細については、前掲【補充原則2-4-1　中核人材の登用等における多様性の確保】に記載のとおり
です。

3．知的財産への投資等

当社グループは、事業戦略、研究開発戦略と一体となった知的財産戦略を推進し、知的財産（権）を積極的に活用することにより、事業競争力の
強化・向上に資することを通じて、企業価値の向上に貢献することを目指しています。また、研究開発においては、「高集積デバイス」、「自動車・航
空機」、「ヘルスケア」を創生領域と位置付け、ＳＤＧｓをはじめとする社会課題解決につながるニーズに応える新製品やイノベーションの創出に向
けて、売上収益の５％程度の研究開発費を投じています。さらに、ＤＸの推進も中期経営計画の施策の一つとしており、研究開発や生産活動にお
けるＤＸの活用に加えて、営業活動などへの展開も進めており、ＤＸの推進のための人財育成や風土の醸成にも取り組み、ＤＸを通じてビジネスモ
デルを変革し、競争力のある製品やサービスの創出につなげていきます。知的財産への投資等に関しては、当社ホームページにおいても開示し
ています。

知的財産への投資等：https://www.sumibe.co.jp/research/index.html

【補充原則4-1-1】（経営陣に対する委任の範囲の概要）

当社は、法令による取締役会の専決事項および定款の定めに基づき、事業方針・経営計画や業務執行上の重要な事項について、具体的な基準
を取締役会付議基準として定め、取締役会で決議しています。また、これに該当する以外の事項については、重要度に応じて決裁基準を設け、こ
れに基づき経営陣が決定しています。経営陣に委任された業務執行が適切になされているかを監督するために、取締役会における業務執行状況
の報告の充実を図っています。

【原則4-9　独立社外取締役の独立性基準及び資質】

当社は、独立性判断基準を取締役会において決定し、本報告書II 1. 【独立役員関係】「その他独立役員に関する事項」において開示しています。

【補充原則4-10-1】（指名・報酬に関する任意の仕組みの活用）

経営陣幹部・取締役の指名・報酬について独立社外取締役（株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届出を行っている者をいいます。）
の意見聴取を行う仕組みとして、2016年度に指名・報酬諮問委員会を設置いたしました。その後、同委員会を独立社外取締役が過半数を占める
形に改組し、権限を強化しました指名・報酬委員会を任意の委員会として2021年6月24日付で設置しています。指名・報酬委員会の独立性に関す
る考え方・権限・役割等は、本報告書II 1. 【取締役関係】「指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無」をご参照ください。

【補充原則4-11-1】（取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方）

当社の取締役会は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図り、経営陣の業務執行を監督するという責務を遂行するための知識・
経験・能力を備えた社内の取締役、および客観的な視点に基づいて会社の方針や業務執行に意見を述べることが期待できる社外取締役により構
成し、女性や外国人の登用も検討し、10名程度の取締役で運営していく方針です。

当社の取締役会が必要とする重要な知識・経験・能力等および各取締役との関係ならびに当社の監査役会が必要とする重要な知識・経験・能力
等および各監査役との関係は、定時株主総会招集通知の「参考書類」に記載しています。

【補充原則4-11-2】（取締役・監査役の他の上場会社役員の兼任状況）

当社は、取締役・監査役の他の会社等との兼任状況を、定時株主総会招集通知の「参考書類」および「事業報告」に記載しています。

【補充原則4-11-3】（取締役会の実効性についての分析・評価）

当社は、取締役会の実効性評価を毎年度実施することとしており、取締役会の構成員であるすべての取締役・監査役に対するアンケートに基づく
自己評価・意見集約、その分析結果に基づく各会議体での議論・意見交換、これらを踏まえた取締役会での評価結果の総括・課題設定、そして課
題の改善に向けた取り組みの実施というプロセスを通じて、PDCAのサイクルを回すことで取締役会の実効性を向上させることとしています。

2022年度の取締役会の実効性に関する分析・評価の結果の概要は、次のとおりです。

１．評価プロセス・評価方法

・2022年12月開催の社外役員会（社外役員、総務本部・経理企画本部統轄取締役、総務本部担当執行役員、常勤監査役にて構成）において、前
年度の実効性評価結果に基づく課題の改善に向けた取り組みの進捗を確認するとともに、2022年度の実効性評価の実施方針・方法について議
論を行い、前年度に続きアンケートに基づく自己評価を行うのが妥当であるとの結論に至りました。

・その結果を踏まえて、2023年1月開催の取締役会において、2022年度の実効性評価の実施方針・方法・アンケート項目等を確認した上で、2023
年2月にすべての取締役および監査役を対象に、アンケートを実施いたしました。

・アンケートでは、定量評価の観点から前年度に続き、「取締役会の構成」「取締役会の運営」「付議事項」「情報提供」を大項目として設定し、各設
問を4段階で評価する方式といたしました。また、忌憚のない意見を収集することを目的として各設問に自由記述欄を設けるとともに、設問趣旨を
設けることで焦点を絞ることとしました。アンケートの設問設定にあたっては、客観性・透明性を確保することを目的として、前年度に外部弁護士の
意見も参考としたほか、前年度に認識された課題や当社の現状の取り組みを踏まえた内容といたしました。

・上記のアンケート結果を匿名化した上で集計を行い、その集計結果をもとに、2023年4月開催の経営会議（常勤取締役が出席）および社外役員
会でそれぞれ意見交換を行いました。これらの会議体での議論や提示された意見等を踏まえて、2023年5月開催の取締役会で審議を行い、次項
以下のとおり、評価結果の総括および新たな課題とその改善に向けた取り組み方針の設定を行いました。

２．評価結果の概要および前年度に掲げた取り組みの対応状況

アンケートの結果、定量評価の観点では、前年度と比較して総じてポイントは向上しており、実効性は全体としては確保されていると評価いたしま
した。

また、前年度に取り組むべき事項を次のとおり定め、それぞれ対応を進めた結果、いずれも改善傾向にあることを確認いたしました。

・取締役会報告資料の要点をより明確化し、簡潔明瞭化を進める。

（主な対応）各議題のサマリー資料の準備。報告事項の焦点を絞ることを取締役会で審議。



・取締役会付議案件のフォローアップ報告をより徹底する。

（主な対応）従前経営会議のみで実施していた投資案件のフォローアップ報告を社外役員会および取締役会でも実施することを確認。

・取締役会資料の早期提供を進めるとともに、新任役員への必要な知識習得の場の提供にも努める。

（主な対応）取締役会の決議・報告に係るすべての資料を可能な限り事前に出席者に送付。新任取締役に対する弁護士講話を実施。

３．新たに認識した課題とその改善に向けた取り組みの方針

前述のとおり、全体としての実効性は確保されていると評価されたものの、相対的にポイントの低い設問もあり、これらの設問に対して、取締役会
の審議事項における中長期にわたる議論の充実や、経営会議や社外役員会など他の会議体の議論の取締役会への積極的なフィードバックを求
める意見がありました。そこで、これらを課題と認識し、次に掲げる事項を今後の取り組みの方針と位置付けることで、さらなる取締役会の実効性
向上に努めることといたしました。

・中長期の企業価値向上に資するテーマの取締役会での審議を強化する

・付議に至る議論の共有を促進する

【補充原則4-14-2】（取締役・監査役に対するトレーニングの方針）

当社は、取締役・監査役がその職務を適切に遂行するため、必要なトレーニングおよび情報の提供を適宜実施します。

・新任の取締役・監査役に対して、必要に応じてその責務を十分に理解する機会を、外部機関の主催する研修などを含めて提供するほか、新任
の社外取締役・社外監査役に対しては、当社の事業・財務・組織等に関する必要な情報を提供します。

・社外取締役、社外監査役に対して、毎月開催される社外役員会において、総務本部・経理企画本部統轄取締役、総務本部担当執行役員、常勤
監査役、総務本部および経理企画本部との間で、当社の事業戦略や経営課題に関する情報の交換や認識の共有を行うほか、必要に応じて事業
所や関係会社の見学などの機会を提供します。

・取締役・監査役に対して、経営に関わる重要な法改正等適宜必要な情報を共有するための研修を行うとともに、外部機関の主催する研修の機
会を適宜提供します。

【原則5-1　株主との建設的な対話に関する方針】

・コーポレート・コミュニケーション部は経営陣が株主との面談や説明会等において対話を行う支援を行い、総務部門、経理部門および経営企画部
門はコーポレート・コミュニケーション部の業務に協力します。

・株主との対話を充実させるため、年度および四半期ごとにアナリスト・機関投資家向けの決算説明会を開催するほか、国内外の主要機関投資家
との間で代表取締役社長または経理担当取締役が個別のミーティングを定期的に行います。

・当社のホームページでは、決算情報をはじめとするIR情報のほか、ニュースリリース、事業内容等の会社情報、研究開発やサステナビリティに関
する取り組みなど、随時株主の理解に資する情報を掲載し、情報開示に取り組みます。

・株主との対話により得られた意見や要望等は、経営陣に報告されるとともに、重要な情報は定期的に取締役会で共有します。

・重要な事実の決定等についてはインサイダー情報の管理に関する規程に従い厳格な情報管理の下でこれを行い、株主との対話に際し、明確に
これを管理します。また、決算情報の漏洩を防止し、情報開示の公平性を確保するため、年度および各四半期決算発表予定日の概ね2週間前を
「沈黙期間」とし、この期間は決算に関するコメントや質問への回答を差し控えます。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応（検討中）】【英文開示有り】

当社は、持続的な企業価値向上を目指し、現在、「2030年ビジョン（ありたい姿）」およびそのビジョンからのバックキャストによる「次期中期経営計
画（2024～2026年度）」の策定を進めています。この中で、各事業戦略、研究開発戦略、およびその実行施策としての戦略的成長投資計画、資本
政策等を総合的に勘案しつつ、適切な経営指標を設定してまいります。

次期中期経営計画には、資本効率性をふまえた経営指標の設定やその達成に向けた取り組み方針等を組み込むこととしており、その開示は202
4年5月頃を予定しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

住友化学株式会社 10,509,800 22.57

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 6,832,800 14.67

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 4,333,400 9.31

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 1,060,599 2.28

株式会社かんぽ生命保険 936,000 2.01

株式会社三井住友銀行 872,121 1.87

株式会社日本カストディ銀行・三井住友信託退給口 654,900 1.41

住友生命保険相互会社 523,400 1.12

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 500,000 1.07

三井住友海上火災保険株式会社 474,800 1.02

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし



補足説明

上記「大株主の状況」は、2023年9月30日現在の状況を記載しています。

当社は自己株式3,024千株（6.10％）を保有していますが、上記大株主の状況から除いています。

2023年8月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、三井住友信託銀行株式会社およびその共同保有者であ
る三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社および日興アセットマネジメント株式会社が2023年7月31日現在で2,784千株（保有割合5.61％）
の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年9月30日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株
主の状況には含めていません。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 化学

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

阿部　博之 学者

松田　和雄 他の会社の出身者

永島　惠津子 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

阿部　博之 ○ ―――

阿部博之氏は、大学教授としての専門的知
識、豊富な経験および幅広い見識を有してお
り、客観的な立場から適切な意見や貴重な助
言をいただいております。同氏は、当社の定め
る「取締役・監査役の独立性基準」（後記「その
他独立役員に関する事項」参照）および東京証
券取引所の定める独立性基準を満たしており、
一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、
特定の利害関係者に偏ることなく公平な立場で
助言や意見をいただいております。

松田　和雄 ○ ―――

松田和雄氏は、金融機関および事業会社の経
営者として培った豊富な経験と幅広い見識を有
しており、客観的な立場から適切な意見や貴重
な助言をいただいております。同氏は、当社の
定める「取締役・監査役の独立性基準」（後記
「その他独立役員に関する事項」参照）および
東京証券取引所の定める独立性基準を満たし
ており、一般株主との利益相反が生じるおそれ
はなく、特定の利害関係者に偏ることなく公平
な立場で助言や意見をいただいております。

永島　惠津子 ○ ―――

永島惠津子氏は、公認会計士としての専門的
見地ならびに財務および会計に関する幅広い
見識を有しており、客観的な立場から適切な意
見や貴重な助言をいただいております。同氏
は、当社の定める「取締役・監査役の独立性基
準」（後記「その他独立役員に関する事項」参
照）および東京証券取引所の定める独立性基
準を満たしており、一般株主との利益相反が生
じるおそれはなく、特定の利害関係者に偏るこ
となく公平な立場で助言や意見をいただいてお
ります。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性



委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 4 0 1 3 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 4 0 1 3 0 0
社内取
締役

補足説明

当社は、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役（株式会社東京証券取引
所に対して独立役員として届出を行っている取締役をいいます。）が過半数を占める指名・報酬委員会（従来、取締役の指名および報酬等の額の
決定に関して取締役会に答申を行ってきた指名・報酬諮問委員会を、権限を強化して2021年6月24日付で改組。）を任意に設置しています。

指名・報酬委員会は、取締役の指名に関しては、取締役の選任および解任、代表取締役の選定および解職ならびに代表取締役社長の後継者計
画について審議を行い、その審議結果を踏まえて取締役会に対して答申を行うこととしています。また、取締役の報酬に関しては、取締役会の決
議に基づく委任を受けて、取締役の報酬等（制度・方針を含む。）に関する事項について決定を行うこととしており、その具体的内容は後記【取締役
報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。

当事業年度中に開催された指名・報酬委員会の構成員およびその出席状況は、次のとおりです。委員長は、2022年6月23日開催の第131期定時
株主総会の終結の時までに開催されたものは林茂が、以降に開催されたものは藤原一彦が務めました。

代表取締役会長　林　茂　　　　　　　出席状況　2回中2回

代表取締役社長　藤原　一彦　　　　出席状況　5回中5回

独立社外取締役　阿部　博之　　　　出席状況　5回中5回

独立社外取締役　松田　和雄　　　　出席状況　5回中5回

独立社外取締役　永島　惠津子　　 出席状況　5回中5回

※各委員の地位については2022年度における就任期間の末日時点の地位を表示しています。

※林茂は、2022年6月23日開催の第131期定時株主総会の終結の時をもって、取締役を退任しており、当該退任日までの出席状況を表示してい
ます。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 員数の上限を定めていない

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役会は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人（以下、監査人）との間で、四半期レビューや年度監査の結果報告に加えて、監査人の

年間監査計画、リスクの評価、監査上の論点、監査の進捗などに関して相互に協議や情報交換（2022年度は全10回）を行っているほか、常勤監
査役が監査人の海外子会社の往査への同行（2022年度は全1回）や国内の事業所や子会社の往査の監査講評への参加（2022年度はWeb会議
形式を含めて全3回）などを行い、相互連携を深め、会計監査の信頼性の確保に努めています。

特に、「監査上の主要な検討事項」については、監査人から候補として提示された海外子会社ののれんの評価や国内子会社の合併などに関連し
た具体的なテーマ数件について検討を重ね、2022年度の監査計画、期中の四半期レビュー結果報告、期末の監査報告等の各段階で、監査人と
監査の進捗に併せて数度にわたり充分な意見交換を行いました

さらに、常勤監査役は、社長と並行して個々の内部監査の結果の報告を受けているほか、内部監査の監査講評会や往査への立ち会い（2022年
度はWeb会議形式を含めて全20回）、さらには内部監査を行う監査室との原則四半期ごとの会合を通じて、監査計画、監査アプローチ、結果報
告、監査後のフォローの各段階について、その実効性の確保に向けた助言や意見交換を行っています。常勤監査役は、それらの状況を適宜監査
役会に報告するほか、毎年社外監査役も加わって監査室と交流会を開催するなど、監査役会は監査室とも緊密な連携を保っています。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

山岸　和彦 弁護士

川手　典子 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

山岸　和彦 ○ ―――

山岸和彦氏は、弁護士としての専門的見地お
よび経営に関する幅広い見識を有しており、こ
れらを当社の監査に生かしていただいておりま
す。同氏は、当社の定める「取締役・監査役の
独立性基準」（後記「その他独立役員に関する
事項」参照）および東京証券取引所の定める独
立性基準を満たしており、一般株主との利益相
反が生じるおそれはなく、特定の利害関係者に
偏ることなく公平な立場で助言や意見をいただ
いております。

川手　典子 ○ ―――

川手典子氏は、公認会計士および税理士とし
ての専門的見地ならびに財務、会計および経
営に関する幅広い見識を当社の監査に生かし
ていただいております。同氏は、当社の定める
「取締役・監査役の独立性基準」（後記「その他
独立役員に関する事項」参照）および東京証券
取引所の定める独立性基準を満たしており、一
般株主との利益相反が生じるおそれはなく、特
定の利害関係者に偏ることなく公平な立場で助
言や意見をいただいております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

当社は、取締役会の決議により、以下の「取締役・監査役の独立性基準」を定めています。

「取締役・監査役の独立性基準」

取締役および監査役の独立性を判断するための基準を、以下のとおりとする。

１．取締役および監査役が独立性を有するとするためには、会社法に定める社外役員の要件を満たし、かつ、以下のいずれにも該当しないことと
する。



(1) 当社の主要な取引先（過去5年間に該当するもの）

　・直近事業年度における当社の年間連結売上収益の2％以上の取引がある者（法人その他の団体の場合はその業務執行者（顧問等の役職を
含む））

　・当該対象者が主要な取引先である者の業務執行者の地位を離れている場合、退職後5年以上経過していないこと

　・当社を主要な取引先とする者については、取引実態に即して判断する

(2) 弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタント等

　・当社から役員報酬を除き年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者（弁護士法人、監査法人、税理士法人またはコンサル
ティングファーム等の法人、組合等の団体に所属する者を含む）

　・当社から年間1,000万円以上の寄付または助成を受けている者（法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者を含む）

(3) 主要株主

　・当社株式の議決権保有割合が10％以上の者（法人その他の団体の場合はその業務執行者（顧問等の役職を含む））

　・過去5年間に上記の法人その他の団体の業務執行者であった者

(4) 近親者

　・当社グループの業務執行者の配偶者および2親等以内の近親者

　・(1)～(3)に該当する者の配偶者および2親等以内の近親者については、実態に即して独立性を判断する

２．上記１．以外の属性において独立性が疑われる場合については、個別に取締役会が独立性を判断する。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

取締役へのインセンティブ付与を含む取締役の報酬に関する事項については、後記「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参
照ください。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2022年度に係る取締役および監査役の報酬等の状況は、次のとおりです。

１．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

　　取締役11名　報酬等の総額424百万円（月額報酬299百万円、賞与125百万円）

　　監査役4名　報酬等の総額76百万円（月額報酬76百万円）

　　上記のうち社外役員5名　報酬等の総額58百万円（月額報酬58百万円）

　　なお、上記支給額のほか、2006年6月29日開催の第115期定時株主総会の決議に基づき、退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給額として、
2022年6月23日開催の第131期定時株主総会終結の時をもって取締役を退任した林茂氏に対して36百万円を支給しています。

２．役員ごとの報酬等の総額等

　　報酬等の総額が1億円以上である者は存在しません。

３．使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

　　当社は取締役への使用人給与を支給しておりません。



報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

【取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項】

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、2023年5月15日開催の取締役会の決議により、次のとおり定めています。

当社の取締役の報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう、業績や株主価値と連動した報酬体系を構築
する。具体的には、役位に応じた固定報酬として「月額報酬」、事業の年度計画の達成への意欲を高めるための短期インセンティブとして「賞与」、
および株主との価値共有を促進するための中長期インセンティブとして「株式報酬」により構成する。ただし、社外取締役の報酬は、月額報酬のみ
とする。なお、月額報酬と賞与の支給総額の合計は年額5億5千万円以内、株式報酬の支給総額は年額1億5千万円以内と、それぞれ株主総会で
決議された限度額の範囲内とする。

取締役の個人別の報酬等の額を決定するにあたっては、独立社外取締役（株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届出を行っている
者）が過半数を占める指名・報酬委員会に対し、取締役会決議により、その決定を委任する。

(1)月額報酬

月額報酬は、在任期間中に毎月定額を金銭で支給することとし、経営環境や経済情勢等を総合的に勘案し、役位ごとに個別の支給額を決定す
る。

(2)賞与

賞与は、業績に連動して金額を決定することとし、その算定指標として、持続的成長を図るため管理すべき重要な指標の一つである事業利益を採
用する。事業利益に一定率を乗じて算出した額を支給総額とし、個別の支給額は、役位や職責等に応じて支給総額に一定率を乗じた額により算
出する。賞与は、毎年6月の定時株主総会の日に金銭で支給する。

(3)株式報酬

株式報酬は、譲渡制限付株式報酬とし、役位ごとに定めた支給額に応じた数の譲渡制限付株式を定時株主総会後の一定の時期に割り当てる。
譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位からも退任する日までの間とする。なお、割当てを受けた取
締役が譲渡制限期間中に法令、社内規則または譲渡制限付株式割当契約の違反その他当社の取締役会で定める事由に該当した場合、当社は
当該割当株式の全部または一部を無償で取得する。

(4)各報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

当社の取締役（社外取締役を除く。）の個人別の報酬等の総額に対する各報酬の割合は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ
として機能するよう、役位や職責等に応じて適切に定める。

【取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項】

取締役の報酬額は、2006年6月29日開催の第115期定時株主総会において年額5億5千万円以内と決議されています。当該定時株主総会終結時
点の取締役の員数は8名です。また、当該報酬枠とは別枠にて、取締役（社外取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する
報酬額として、2023年6月22日開催の第132期定時株主総会において年額1億5千万円以内と決議されています。当該定時株主総会終結時点の
取締役（社外取締役を除く。）の員数は6名です。

【取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項】

当社は、取締役の個人別の報酬等額の決定については、取締役会決議により以下のとおり指名・報酬委員会に委任しています。

イ．受任者（指名・報酬委員会委員）

代表取締役社長　藤原　一彦（委員長）

独立社外取締役　阿部　博之

独立社外取締役　松田　和雄

独立社外取締役　永島惠津子

ロ．委任された権限の内容

取締役の個人別の報酬等の額の決定

ハ．委任した理由

取締役の個人別の報酬額の決定に当たっては、当社全体の業績や事業環境を俯瞰しつつ、各取締役の職務執行を取締役会から独立して、客観
的かつ公正に評価を行う必要があることから、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に決定を委任することが最も適していると考え
られるためです。

ニ．権限が適切に行使されるようにするために講じた措置

指名・報酬委員会は、独立性および客観性を確保し、権限が適切に行使されるようにするため、委員の過半数を独立社外取締役で構成するもの
とし、その決議は出席委員の過半数をもって決するものとしています。

【監査役の個人別の報酬等の決定に関する事項】

監査役の報酬は、基本報酬（月額報酬）であり、その総額および個別支給額は、株主総会で決議された報酬の限度の範囲内で、監査役の協議に
より決定されます。

なお、監査役の報酬額は、2006年6月29日開催の第115期定時株主総会において年額1億円以内と決議されています。当該定時株主総会終結時
点の監査役の員数は4 名です。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

・監査役の指揮命令下で、監査室との兼務で内部監査に関する知見を有するスタッフ（監査役付属）1名（2021年9月1日付転入）が監査役会および
各監査役の活動を補佐しています。なお、監査役付属の人事異動は事前に監査役会の同意を得た上で行われています。

・当社では、社外取締役、社外監査役、総務本部・経理企画本部統轄取締役、総務本部担当執行役員、常勤監査役、総務本部および経理企画本
部から構成する社外役員会を毎月開催しています。社外役員会では、当社の決算情報や各セグメントの担当役員から当社事業の紹介、取締役
会の議題に関する事前説明等を行っており、社外取締役および社外監査役との間で、当社の事業戦略や経営課題に関する情報の交換および認
識の共有を図っています。



【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

圓田直人 名誉顧問 特になし 非常勤・報酬無 2002/6/27 定めなし

小川富太郎 名誉顧問 特になし 非常勤・報酬無 2014/6/27 定めなし

林茂 相談役 対外的な活動に従事 非常勤・報酬有 2022/6/23 6年

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 3 名

その他の事項

・相談役・名誉顧問は、社内の意思決定に関与しておりません。

・相談役・名誉顧問の委嘱は、指名・報酬委員会に諮り、取締役会で決議します。

・その他経営陣の求めに応じて、助言等を行うことがあります。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、監査役設置会社であり、取締役9名、監査役4名を選任しています。また、執行役員制度を導入し、取締役会で選任する執行役員は業務
執行の責任者として、取締役会で決定された方針に基づいて社長の指揮命令のもとで業務を執行しています。

毎月1回取締役、執行役員および監査役で構成する役員連絡会を開催し、取締役会で決定された方針や重要事項が周知されるとともに、業績の
報告および各執行役員から業務の執行状況の報告を行い、重要事項のレビューおよび情報の共有が行われています。

執行役員制度により、重要な業務の決定と業務の執行を分離し、取締役会の役割としての業務執行の監督の実効性を高め、業務執行の迅速化
と責任の明確化が図られています。監査役は、取締役の職務の執行を監視し、取締役会が適正にその役割を果たしていることを監査しています。
このように取締役、監査役、執行役員がそれぞれの責任と役割を果たすことにより、株主をはじめとするステークホルダーの信頼に応えうる企業
統治がなされるものと考えています。

任意の委員会として、指名・報酬委員会を設置しています。その概要については、前期II 1.【取締役関係】「任意の委員会の設置状況、委員構成、

委員長（議長）の属性」の「補足説明」欄に記載のとおりです。

当社の業務執行・経営の監視および内部監査の仕組みは、本報告書Vに掲載の図のとおりです。なお、当社は、ＳＤＧｓを含むグループのサステ
ナビリティ活動を継続的かつ全社的に行う母体としてサステナビリティ推進委員会を設置し、その下部委員会として、リスクマネジメント委員会・コ
ンプライアンス委員会等を設置しています。

【取締役会の活動状況】

例月の取締役会では、重要な業務の決定とともに、月次の業績の報告と各取締役からの重要な業務についての進捗等が報告され、議長は十分
な議論が行われるよう配慮し、監査役からの意見や報告を聴取しています。

2022年度においては、法令、定款または当社の取締役会規則等で定められた重要な業務執行に関する事項について決議を行うとともに、業績お
よび各事業セグメントの概況報告のほか、ＥＳＧにかかわるサステナビリティの推進に関する事項、内部通報制度の改正をはじめとするコンプライ
アンスに関する事項、当社を取り巻くリスクおよびその対応策などのリスクマネジメントに関する事項、データサイエンティストの認定制度などのＤＸ
の推進に関する事項、取締役会の実効性評価結果に基づく実効性の向上に関する事項等について、報告・審議を行いました。

なお、当事業年度中に開催された取締役会の構成員およびその出席状況は、次のとおりです。議長は、2022年6月23日開催の第131期定時株主
総会の終結の時までに開催されたものは林茂が、以降に開催されたものは藤原一彦が務めました。

代表取締役会長　林　茂　3回/3回

代表取締役社長　藤原一彦　14回/14回

代表取締役　稲垣昌幸　14回/14回

取締役　朝隈純俊　14回/14回

取締役　中村隆　　14回/14回

取締役　桑木剛一郎　3回/3回

取締役　小林孝　　13回/14回

取締役　倉知圭介　10回/10回

取締役　阿部博之　　13回/14回

取締役　松田和雄　　14回/14回

取締役　永島惠津子　14回/14回

常勤監査役　寺沢常夫　　14回/14回

常勤監査役　青木勝重　　14回/14回

監査役　山岸和彦　14回/14回

監査役　川手典子　　14回/14回

（注）１　各構成員の地位は、当事業年度における就任期間の末日時点の地位を表示しております。

２　林茂および桑木剛一郎は、2022年6月23日開催の第131期定時株主総会の終結の時をもって、取締役を退任しており、当該退任日までの出席
状況を表示しています。

３　倉知圭介は、2022年6月23日開催の第131期定時株主総会において、新たに取締役に選任され、就任しており、当該就任日以降の出席状況を



表示しています。

【社外取締役の機能および役割】

II 1. 【取締役関係】「会社との関係(2)」の「選任の理由」欄に記載のとおりです。

【監査役監査の状況】

イ　監査役会の組織および人員監査役会は、常勤監査役2名および非常勤の独立性を有する社外監査役2名で構成されており、現在の財務・会
計・法務に関する知識を含む適切な経験・能力を有する者からなる多様な構成を今後も維持し、公正不偏で効率的な監査活動を実施していく方針
です。

各監査役の2022年度に開催した監査役会への出席状況は、次のとおりです。

常勤監査役　寺沢常夫（2019年6月24日再任）　監査役会19回/19回

常勤監査役　青木勝重（2019年6月24日就任）　監査役会19回/19回

社外監査役　山岸和彦（2019年6月24日就任）　監査役会19回/19回

社外監査役　川手典子（2021年6月24日就任）　監査役会19回/19回

ロ　監査役会の活動状況

監査役会は、取締役会に先立ち月次で開催するほか、必要があれば臨時に開催することとしており、2022年度は19回開催し、開催時間は平均１
時間13分でした。また、監査役会は、実効性向上のために毎年度監査活動を振り返り、その実効性の評価・検証を全監査役で議論しています。20
21年度の評価・検証の結果、新型コロナウイルス感染症予防のための行動制限の中で実施したWeb会議形式のリモート監査は制約が多いことか
ら、2022年度は可能な範囲で実地の往査に注力することを確認いたしました。その上で、当社が抱えるリスクを検討し、「法令、定款、規程等の遵
守状況」、「内部統制システムの整備・運用状況」ならびに「経営リスクの管理状況」の3点を監査の重点項目とする当事業年度の監査計画を定
め、取締役会にその概要を報告し、取締役の協力を得て監査活動を進めています。なお、監査役会にて2022年度に決議・協議、報告・検討を行っ
た主な事項は次のとおりです。

（監査役会の主な決議・協議事項は以下のとおりです）

・2022年度の監査役会議長、特定監査役、常勤監査役の選定を行いました。

・2021年度の監査活動の実効性を評価し、当事業年度の監査計画の策定、重点監査計画および監査活動の業務分担を決定しました。

・提示を受けた補欠監査役選任議案を検討し、その株主総会への提出に同意しました。

・各監査役から監査報告を受け、監査役会の監査報告書を作成しました。

・監査役会の定時株主総会への対応方針を決定しました。

・常勤監査役の有価証券報告書の記述内容の検討結果の報告を受け、妥当性を確認しました。

・会計監査人である監査法人（以下、監査人）の評価を行い、その再任を決定しました。

・提示を受けた監査人の監査報酬案の妥当性を検討し、同意しました。

・日本公認会計士協会の改正倫理規則に則り、監査人およびその同一ネットワークの監査法人等が2023年4月以降に提供する非保証業務の提
供可否について、監査人から提示された包括了解リストを検討・了解し、当該リストが完成するまでは事案ごとに事前に検討・了解しました。

（監査役会では決議・協議事項のほか、以下のような報告・検討を行いました）

・監査役会後開催の取締役会の議案は、2023年3月の「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定を含めて事前に確認し、必要な意見交
換・検討を行いました。

・常勤監査役がその活動状況（出席した重要な会議の状況、内部統制システムを支える部署との月例会議の状況、社内決裁の内容確認、往査の
状況、監査人往査への立会、内部監査への立会等）について報告し、必要な意見交換・検討を行いました。

・監査人からその監査計画、四半期レビュー結果、会社法および金融商品取引法監査の進捗状況と監査結果などについて報告を受け、その監査
の相当性を確認しました。

・監査役が保有する知識・経験・能力等の開示のあり方について検討しました。

（社外取締役との連携）

監査役会は、取締役会や監査役監査の実効性をより高めるため、社外取締役との連携も重視しており、取締役会の前に社外取締役、総務本部・
経理企画本部統轄取締役、総務本部担当執行役員、総務本部および経理企画本部が参加して開催される社外役員会（2022年度は全11回開催、
開催時間は平均１時間13分）に全監査役が出席し、Ｍ＆Ａを含む重要な投資案件、重要な資産の処分、コーポレートガバナンス・コードへの対応
などの取締役会の議案や報告事項、取締役会の実効性の評価などに関する意見の交換や経営に関する様々な情報の共有を行っています。

ハ　監査役の主な活動

各監査役は、この監査計画に基づいて次のような監査活動を行い、これらの監査活動を通じて気づいた事項について、取締役や業務執行部門に
適宜課題提起や提言を行いました。

・取締役会へ出席し、議事運営、決議・報告内容等を監査し、適宜課題提起や提言を行いました。

・代表取締役社長と原則、四半期ごとに会合を持ち（2022年度は全4回）、監査活動の報告や会社経営をめぐる諸課題について意見交換を行いま
した。

・重要な会議（役員連絡会（執行役員の月次会合）、社外役員会（社外取締役、社外監査役、総務本部・経理企画本部統轄取締役、総務本部担当
執行役員、常勤監査役、総務本部および経理企画本部の月次会合）、業務連絡会（全執行役員、主管者、関係会社代表者の半期ごとの会合）、
予算審議会等）に出席し、意思決定プロセスの適正性の確認、執行部門との意見交換等を行いました。

・取締役および使用人に対して必要に応じて業務の執行状況に関する聴取を行いました。

・リスクアプローチに基づき近年のＭ＆Ａや組織再編に関連したものを中心に選定した事業所および子会社等への往査（2022年度はWeb会議形
式を含めて、国内9拠点（子会社4社の拠点を含む）、海外子会社1社）を行いました。

その中で、常勤監査役は、常勤者としての業務分担に従って、重要な稟議案件の回覧を受けているほか、リスクマネジメント委員会（2022年度は
全4回）やコンプライアンス委員会（2022年度は全3回）等の重要な会議への参加や、事業所および子会社への往査および会計監査人や内部監査
部門が行う往査への立会を積極的に行っています。さらに、子会社の監査役との連携を深めるため、子会社の監査役との交流会や監査の実施状
況の情報交換を行っています。

それに加えて、総務本部、人事本部、経理企画本部、情報システム部、研究開発本部、生産技術本部、経営戦略企画室、監査室といったグルー
プの内部統制システムの第2ラインを担う部署や第3ラインを担う監査室との月例会議（2022年度は生産技術本部全12回、研究開発本部全4回、そ
の他の部署全11回）、および経理部門との半期に一度の交流会などを開催してそれらの部署の情報交換に加え、第２ラインと第３ラインの部署間
の交流も促進しています。また、日本監査役協会など社外の講演会（2022年度はWeb会議形式を含む全46回）を活用して制度の改正など事業を
取り巻く環境の変化に係る最新の情報の入手にも努め、それらの活動で得られた情報や知見を監査役会を通じて社外監査役とも共有し、監査役
会での議論を踏まえて、監査活動の実効性のさらなる向上に努めています。

【内部監査の状況】

イ　内部監査の組織、人員および手続

当社では、社長に直結する専任組織の監査室（10名在籍）が、当社および海外を含む関係会社を対象として、その業務執行の状況を、実地での
往査と被監査部門での自己監査結果の点検による書面監査を適宜組み合わせながら、コンプライアンス、経営効率の向上、会社財産の保全等
の観点から検討・評価する内部監査を数年間に一度のローテーションで実施しています。さらに、生産技術本部は、グループのモノづくりの全プロ
セスに関して、安全・環境・品質などの観点で総合的に点検して指摘・改善提案を行う内部監査を定期的に実施しています。



ロ　内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携ならびに内部統制部門との関係

内部監査と監査役監査との連携については、前述の監査役監査の状況に記載のとおりです。また、監査室は、内部監査のほか、金融商品取引法
に基づく当社グループの財務報告に係る内部統制の有効性の評価活動も担当していることから、会計監査を行う有限責任 あずさ監査法人による

内部統制監査を受けており、監査法人と定期的な会合を行うなど相互の連携に努めています。さらに、監査室は総務本部、人事本部、経理企画
本部などの内部統制部門に対して内部監査を行うほか、常勤監査役と内部統制部門等との定期的な会合（月次）に参加して、直近の内部監査の
状況を報告し、内部統制部門との間で不備の点検や是正の推進に関する意見・情報等の交換を行っています。

ハ　内部監査の実効性を確保するための取組

監査室は、実効性のある監査を目指して、重点監査テーマ、年間監査スケジュールを含む各事業年度の監査計画を策定しています。2022年度
も、社長承認された監査計画の下、国内33組織、海外5組織の内部監査を実施しました。なお、個々の内部監査の結果については社長に報告す
るとともに、常勤監査役に対しても随時報告を行っています。また、各事業年度の内部監査の実施状況とその結果および監査活動におけるトピッ
クスを取締役会に直接報告しており、当社グループのガバナンス強化に資する内部監査に努めています。さらに、内部監査で発見された不備につ
いては、当該監査の対象部門に対して書面による是正報告を求めるほか、定期的に社長をはじめとする執行役員、常勤監査役に対してグループ
全体の不備是正の進捗状況を四半期ごとに報告し、是正の促進を働きかけています。

【会計監査の状況】

・監査法人の名称　有限責任 あずさ監査法人

・継続監査期間　1975年以降

　上記以前の調査は困難であり、記載年より前から継続している可能性があります。

・監査業務を執行した会計士の氏名

　指定有限責任社員　業務執行社員　椎名弘

　指定有限責任社員　業務執行社員　鈴木雄飛　

・監査業務に係る補助者の構成人員

　監査業務に係る補助者は、監査法人の選定基準に基づき決定されており、具体的には、公認会計士および公認会計士試験合格者等を主たる
構成員とし、システム専門家等その他の補助者も加えて構成されています。

【責任限定契約の締結状況】

当社は、取締役阿部博之、松田和雄および永島惠津子の3氏ならびに監査役青木勝重、山岸和彦および川手典子の3氏との間で、会社法第427
条第1項の規定に基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法
令が定める最低責任限度額としています。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

上記に記載のとおりです。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
2010年6月開催の定時株主総会より、総会日の3週間前に招集通知を発送しています。ま
た、東京証券取引所および当社のホームページを通じて、発送日前の早期開示を実施し
ています。

集中日を回避した株主総会の設定 －

電磁的方法による議決権の行使
2008年6月開催の定時株主総会より、インターネットによる議決権の行使を可能としてい
ます。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

2008年6月開催の定時株主総会より、議決権電子行使プラットフォームに参加していま
す。

招集通知（要約）の英文での提供
招集通知および参考書類の英文を作成し、東京証券取引所および当社のホームページ
を通じて、参考書類等の電子提供措置開始と同日付で提供しています。

その他
招集通知（英文を含む）をホームページに掲載しています。

株主総会の議決権行使結果をホームページに掲載しています

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無



アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

期末および第2四半期決算発表後に決算説明会を開催し、決算概要のほか、
中期経営計画の進捗状況等の説明を行っています。

また、第1四半期および第3四半期決算発表後には、電話会議形式による決算
説明会を開催しています。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
代表取締役社長または経理担当取締役が欧州、米国、アジアの海外機関投
資家との間で、個別のミーティングを実施しています。

あり

IR資料のホームページ掲載

当社ウェブサイトにおいて、IR情報に関するページ（https://www.sumibe.co.jp/i
r/index.html）を設け、日本語のみならず、可能な限り英語でも情報を掲載して
います。当該ページには、決算情報のほか、有価証券報告書、決算説明会資
料、中期経営計画資料、コーポレート・ガバナンスに関する情報、サステナビリ
ティに関する情報、株主総会情報、統合報告書、ニュースリリース等を掲載し
ています。

IRに関する部署（担当者）の設置 担当部署として、総務本部コーポレート・コミュニケーション部を設置しています

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

基本方針「我が社は、信用を重んじ確実を旨とし、事業を通じて社会の進運及び民生の向
上に貢献することを期する。」に基づき、当社を取り巻く方々の信頼に応えるべく行動基準
「私たちの行動指針」を作成し、関係会社を含めた役員・従業員に配布し、周知を図ってい
ます。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

社会・環境適合性の高い経営を経営方針として、環境・安全経営方針を策定し取り組みを
行っています。「環境・安全」経営方針や環境会計などは、従来より「環境報告書」に記載し
公表していましたが、2005年からは「環境・社会報告書」に、2016年からは「CSRレポート」
に、2020年からは「統合報告書」に名称を変更し内容の充実を図っています。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、当社グループの業務が適正に行われることを確保するための体制の整備についての基本方針について、これまでのサステナビリティ経
営やガバナンス強化の取り組みを踏まえ、そのさらなる推進を目指して、2023年2月28日開催の取締役会の決議により、一部改定を行いました。
その内容は、次のとおりです。

(1) 基本的な考え方

①　当社は、住友の事業精神を尊重し、経営理念を示した基本方針「我が社は、信用を重んじ確実を旨とし、事業を通じて社会の進運及び民生の
向上に貢献することを期する。」に基づき、「サステナビリティ推進基本方針」を定めるとともに、社長を委員長とするサステナビリティ推進委員会を
中心とする体制で、社会的課題を解決し、持続的な成長と価値創造を実現する。

②　当社は、当社およびグループ各社（以下、当社グループという。）の業務の適正を確保するために必要な体制（以下、内部統制システムとい
う。）が上記の取り組みを推進する基盤となるものと考え、以下の内部統制システムを整備し、それを積極的に活用して経営を行う。

(2) 当社および当社グループにおける取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

①　当社は、当社グループ共通の規範・基準として、「私たちの行動指針」および「住友ベークライトグループ倫理規範」を定め、当社グループの役
職員に周知する。当社グループの役職員は、法令・定款および決められたルールを遵守し、かつ企業倫理にもとる行為を行わないことを職務執行
の基本とする。

②　当社は、「コンプライアンス規程」に基づき、「コンプライアンス委員会」を設置する。同委員会は、規程に基づき社長が任命する委員長の下で、
当社グループのコンプライアンスの推進、状況調査、改善、教育啓蒙等を行う。

③　当社は、コンプライアンス違反の早期発見・未然防止を図るため、当社グループ共通のコンプライアンス通報制度を整備し、コンプライアンス違
反またはそのおそれがある行為を知った当社グループの役職員および利害関係者が社内外に設置された通報窓口に直接通報できるよう運用す
る。窓口に寄せられた情報は、コンプライアンス委員会委員長（委員長が被通報者になる場合にあっては、副委員長）により適切に処理され、通報
者が通報により不利益な取り扱いを受けることはない。また、グループ各社は、所在国の法令上の要求等を考慮した上で、必要な場合に独自の
内部通報制度を整備し、運用する。

④　当社は、「財務報告に係る内部統制基本規程」に基づき、当社グループの財務報告の信頼性を確保するための体制を維持・強化し、内部統制
の実施、評価、報告および是正等の適切な運営を行うとともに、会社情報の適時適切な開示を行う。

⑤　当社グループは、反社会的勢力との関係の排除、贈収賄やカルテル等の違法行為の防止に関し、当社グループ共通の枠組みを遵守するとと
もに、規程および必要な手続を定め、周知徹底および適切な管理運用に努める。

⑥　当社の監査室および所管業務に関して内部監査を行う部署（以下、内部監査部門という。）は、当社グループの経営活動の全般にわたる管
理・運営の制度および職務執行の状況を適法性および各種基準への適合性の観点から検討・評価し、改善への助言・提案等を行う。また、当社
の監査室は、社長および監査役に個別の監査結果を適宜報告するとともに、当社グループの役職員の職務執行に対する監査の実施状況を、当
社の取締役会および監査役会に定期的に報告する。

(3) 当社および当社グループにおける取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理ならびにグループ各社から当社への職務の執行に係る

事項の当社への報告に関する体制



①　当社の役職員の職務執行における意思決定は、「起案規程」に基づき稟議手続を行い、文書または電磁的方法により稟議手続の記録を保存
する。

②　当社の役職員の職務執行に関する情報は、法令に基づくものに加え「文書規程」、「文書保存規程」、「機密情報管理規程」、「個人情報保護
基本規程」、「情報システムセキュリティ基本方針」等の諸規程およびこれらに関する各マニュアルに従い、適切に保存および管理を行う。

③　グループ各社は、情報の保存・管理について、適切な意思決定手続および保存のルールを定め、管理を行う。

④　当社は、グループ会社の管理運営に関する基本事項を定める「関係会社管理運営規程」において、グループ各社が行う事業上の重要事項、
グループ各社の財政状態および営業成績に影響を及ぼす事象について、当社における承認または当社への報告を義務付ける。

⑤　内部監査部門は、グループにおける職務執行に係る情報の保存、管理および報告の状況を諸規程およびマニュアル等に照らし監査を行い、
適切な保存および管理のための助言・提案等を行う。

(4) 当社および当社グループにおける損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①　当社は、「リスクマネジメント基本規程」において、当社グループのリスクマネジメントの基本方針を定め、事業を取り巻くさまざまなリスクに対し
的確な管理・実践を行う。

②　当社は、当社グループのリスクマネジメント推進に関する課題・対応策を協議・承認する組織として「リスクマネジメント委員会」を設置した上
で、個別リスクの検討課題ごとに具体策を検討・実施する主管部門を設定し、主管部門は進捗を委員会に報告する。

③　当社は、当社グループでの危機発生時における基本方針、体制、情報伝達ルート等を定め、危機の早期収拾、損害の拡大防止を図る。

④　内部監査部門は、当社グループにおける経営活動の全般にわたる管理・運営の制度および業務執行の状況を検討・評価し、会社財産の保全
のための助言・提案等を行う。

(5) 当社および当社グループにおける取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①　当社は、3事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定し、これを実行するための経営目標を定める。

②　当社の取締役会は執行役員を選任し、執行役員は社長の指揮命令の下で業務執行の責任者として担当業務を執行する。

③　当社は、取締役、監査役および執行役員で構成する「役員連絡会」を定期的に開催し、当社グループの業務執行の方針の伝達および業務執
行状況の報告を行う。

④　当社は、当社グループで横断的に取り組む必要のあるテーマについて、各種委員会において社長が任命する委員長の下で方針・計画の策
定、施策の推進、実施状況の検証等の業務を行い、重要な事項は当社の取締役会において報告される。

⑤　当社は、定期的に当社グループの業務執行の責任者が一堂に会する会合を開催し、経営方針の周知および当社グループ内の意思疎通の向
上を図る。

⑥　当社の役職員は、グループ各社の取締役等を兼務し、当社グループの経営方針に沿った職務の執行を行う。

⑦　当社は、当社グループの業務の適正を図るため、「関係会社管理運営規程」において、子会社の意思決定に関する当社の関与の基準および
程度を明確にする。

⑧　当社は、「連結子会社の内部統制に係る包括的指針」を定め、グループ各社における内部統制システムの整備を推進し、その維持、強化に努
める。

⑨　当社は、サイバーリスク等への必要な対策を行いながら、最新のＩＴ技術を積極的に活用し、当社グループの業務全般の正確性、効率性、実
効性を高めるべく、業務の革新を推進する。

⑩　内部監査部門は、当社グループにおける経営活動の全般にわたる管理・運営の制度および業務執行の状況を検討・評価し、経営効率の向上
のため改善・合理化への助言・提案等を行う。

(6) 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①　当社は、規程に基づき、監査役の指揮命令の下で監査役の職務を補助するため監査役付属を置き、その員数、能力等については監査役会
の要請に基づき、必要に応じて見直すことに努める。なお、監査役付属の異動等については監査役会と事前に調整を行う。

②　当社は、次のような監査役への報告に関する体制を整備し、運用する。

イ．当社グループの役職員は、当社の各監査役の要請に応じて必要な報告を行う。

ロ．社長の決裁を必要とする重要な意思決定については常勤監査役に回覧し、当社の取締役会の決議事項に関する情報は、各監査役に事前に
通知する。

ハ．当社の役職員は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実または法令・定款に違反する事実やそのおそれのある事項もしくは
著しく不当な事項を知ったときは、これを監査役に報告する。グループ各社の役職員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実または法
令・定款に違反する事実やそのおそれのある事項もしくは著しく不当な事項を知ったときは、これを当社の役職員に報告し、報告を受けた当社の
役職員はこれを監査役に報告する。

ニ．当社は、当社グループ共通のコンプライアンス通報制度およびグループ各社の内部通報制度の通報窓口に寄せられた当社グループに著しい
損害を及ぼす法令・定款に違反する事実やそのおそれのある事項またはその他重要な事項については適宜監査役に報告するとともに、それらの
通報窓口の運用状況についてはコンプライアンス委員会を通じて定期的に報告する。また、当社グループ共通のコンプライアンス通報制度におい
て、当社の取締役または執行役員が通報対象者になる場合には、通報窓口およびコンプライアンス委員会による監査役への報告を義務付ける。

ホ．当社は、当社グループの役職員が監査役に当社グループのさまざまな情報について報告したことに関して不利な取り扱いを行うことを禁止す
る。

③　当社は、監査役の職務の執行のために必要な費用については速やかに処理するものとする。

④　当社は、前述のほか、次のような監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備し、運用する。

イ．監査役は、経営状況に関する重要な会議および内部統制に関する重要な会合に参加し、意見を述べることができる。

ロ．監査役は、内部監査部門および会計監査人と連係を図るため、必要な範囲内で内部監査報告会や会計監査講評等に立ち会う。

ハ．監査役会は、その年間監査計画および重点監査事項を取締役および執行役員に周知し、取締役および執行役員はそれらに基づく監査活動
に協力する。

ニ．社長は定期的に監査役との懇談を行い、当社グループの業務執行における適正を確保するため相互に意見交換を行う。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、当社の役員・従業員が準拠すべき行動の基準である「住友ベークライトグループ倫理規範」において、次の方針を定めています。

・私たちは、暴力団等の反社会的勢力からの不当な要求には絶対に応じません。また、反社会的勢力を絶対に利用しません。私たちは、取引を行
う過程で反社会的勢力に当社グループが利用されることがないように十分注意します。

これらの方針に基づき、内部統制システムにおいて反社会的勢力の排除を明文化するとともに、総務本部を対応統括部署として定め、警察等が
主催する各種連絡会に出席し反社会的勢力に関する情報収集を行い、必要に応じて連携できる体制を整備しています。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



 

 

会社情報の適時開示に係る社内体制 

 

 
                 会社情報の適時開示 

 

 

 
 （当社） 

                     ・重要事実の決定    ・重要情報の開示の監視 

                     ・決算の承認       および適切性の確認 

  

                       

 

 

   
                     ・当社および子会社の重要情報の管理     

・重要情報の開示の決定 

・当社および子会社の役員・従業員等への助言、指導 

 

 

 
・部門の重要情報の管理 

・重要情報の総務部長への連絡 

・従業員等の指導 

          

 
（子会社） 

             ・重要事実の決定    ・重要情報の開示の監視および適切性の確認 

             ・決算の承認        

                     

                      
・重要情報の管理 

・重要情報の当社総務部長への連絡 

     ・従業員等の指導     
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